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１ 計画策定の趣旨 

  平成 29 年 3 月に策定した福島県公共施設等総合管理計画（以下「総合管理

計画」という。）に基づき、危機管理部が所管する建物施設について、個別施

設計画（以下「計画」という。）を策定します。 

 

２ 基本目標 

 ①供給目標 

  （建物機能の維持） 

   当部保有の建物は、原子力災害への対応施設、消防職員や消防団員の教

育施設、広域的に救急・救助を行う施設、防災通信施設など、県民の生命・

財産を守るために重要な施設であることを踏まえ、現状の建物機能の維持

保全を図ります。 

 ②財務目標 

  （中長期的な財政負担の軽減・平準化） 

   今後県税収入などの自主財源の大幅な増加が見込めないことを踏まえ、

限られた予算で維持管理を効率的に行っていくため、予防保全及び建物の

長寿命化により、中長期的な財政負担の軽減・平準化を図ります。 

  （維持管理経費の縮減） 

   建物のライフサイクルコストにおいて維持管理経費が大きなウエイトを

占めることを踏まえ、建物の適切な維持管理に努めるとともに、再生可能

エネルギー・省エネルギー技術の導入によるＺＥＢ化等の推進により、光

熱水費等の維持管理経費の縮減を図ります。 

 ③品質目標 

  （建物性能の向上） 

   県民にとって安全・安心で快適性に優れ、職員が良質な行政サービスを

効率的に提供できる建物づくりを目指すため、耐震化及び減災化、ユニバ

ーサルデザインの導入、再生可能エネルギー・省エネルギー技術の導入に

よるＺＥＢ化等を推進し、建物性能の向上を図ります。 

 

３ 対象施設 

  計画の対象施設は、危機管理部が所管する全ての施設とします。 

    なお、人が常駐していない建物又は延べ面積が 100 ㎡以下で将来の費用負
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担の見込みが極めて少ないと判断される建物については、原則として計画の

対象としません。 

(1) 施設分類及び施設名 

施設分類（小分類） 施設名 

単独庁舎 

楢葉原子力災害対策センター 3,842.37 ㎡ 

南相馬原子力災害対策センター 3,842.37 ㎡ 

消防学校 9,487.24 ㎡ 

消防防災航空センター 2,003.76 ㎡ 

 (2) 施設の現況 

   施設の保有量は、令和７年度末現在で４施設、延べ面積 19,175.74 ㎡と

なっており、施設分類は単独庁舎のみとなっています。 

   また、昭和終期から平成中期に建設された建物が多いため、老朽化対策

が喫緊の課題となっています。 

表１ 施設の保有状況 

施設分類（小分類） 延べ床面積 保有割合 

単独庁舎 19,175.74 ㎡ 100% 

 

４ 計画期間 

  令和８年度から令和 12年度までの５年間とし、必要に応じて見直しを行い

ます。 

 

５ 対策の優先順位の考え方 

  各施設について、緊急修繕が必要となる部位及び積み残し分（改修すべき

時期を先送りしたもの）を最優先に対策を実施します。また、各点検（表２）

により建物の状態を確認し、施設の将来の方向性に基づいて、それぞれの実

情に応じた対策を行っていきます。  
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表２ 点検等の種類 

点検等 内 容 

日常点検 日常的に行う点検 

法定点検 建築基準法第 12 条に基づく定期点検 

各法令で点検が義務付けられている設備等の点検 

劣化度調査 福島県県有建物長寿命化指針に基づく県有施設劣化度点検チェ

ックシートによる点検 

 

表３ 施設分類ごとの対策の考え方 

施設分類（小分類） 対策の考え方 

単独庁舎 

施設利用者の安全確保を第一とし、危険箇所の修繕

等を行います。 

施設の必要性、重要性、老朽化等を総合的に勘案し、

対策と優先順位について検討します。 

 

６ 対策内容と実施時期 

福島県県有建物長寿命化指針及び県有建物長寿命化計画書作成マニュアル

に基づき建物構造別に目標使用年数を設定し、適切な時期に各対策を行いま

す。 

また、福島県県有建築物の耐震改修計画及び福島県県有建築物の非構造部

材減災化計画に基づき、建物の耐震化及び非構造部材の減災化を図ります。 

建物構造 目標使用年数 

非木造 
鉄筋コンクリート造 70 年 

鉄骨造 70 年 

 (1) 大規模改修工事 

   基本的に建築から目標使用年数までの中間時期に行います。 

 (2) 部分修繕 

   建物や設備に不具合が生じた場合には、その都度に修繕を行う必要があ

りますが、多くの設備機器の耐用年数が 15 年から 20 年程度であることを

踏まえ、設備更新や部品交換などの部分的な修繕を計画的に行うものとし

ます。 
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(3) 建替工事 

   将来的に施設を存続させる場合、目標使用年数が経過する前に建物の老

朽化の状況を確認の上、建替を検討します。建替の際は基本的に規模を縮

小し、他の施設との統合についても検討します。また、ふくしま県産材利

用推進方針・同計画に基づき原則として木造化・木質化を推進します。 

 (4) 解体工事 

   用途廃止がなされ有効活用の見込みがない建物については、土地の処分

に向けた条件整備を進めるため、解体・撤去を図ります。 

 

７ 計画期間内の経費の見込み（年次計画） 

  計画期間内の経費の見込みは表４のとおりです。経費が集中する期間につ

いては、財政負担の軽減・平準化を図るものとします。 

表４ 計画期間内の経費の見込み（単位：千円） 

  令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 令和 12年度 

大規模改修工事 0 0 0 0 0 

部分修繕 149,205 129,443 117,533 133,893 75,842 

建替工事 0 0 0 0 0 

解体工事 0 0 0 0 0 
 

 計画期間（R8～R12） 

合計 605,916 

年平均額 121,183 

 

図 計画期間内の経費の見込み 

※上記の金額は概算値です。 

（千円） 


